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第4章 方法書についての意見と事業者の見解 

 
「香川県環境影響評価条例」（平成 11年 3月 19日条例第２号）第 7条の規定に基づく

方法書についての公告及び縦覧、説明会の開催の状況は、以下のとおりである。 

 

 方法書の公告及び縦覧等 

(1) 方法書の公告及び縦覧 

「香川県環境影響評価条例」第 7条の規定に基づき、事業者は環境の保全の見地からの

意見を求めるため、方法書を作成した旨その他規則で定める事項を公告し、方法書を公告

の日から起算して 1月間縦覧に供した。 

1) 公告の日 

平成 30 年 5月 25日 

2) 公告の方法 

新聞掲載（四国新聞、朝日新聞、読売新聞） 

印刷物の配布（毎日新聞、産経新聞、日本経済新聞） 

ウェブサイトへの掲載 

3) 縦覧場所 

香川県環境森林部環境政策課 

坂出市市民生活部共働課 

坂出市役所林田出張所 

イーレックス株式会社 

（イーレックス株式会社ホームページ） 

4) 縦覧期間 

平成 30 年 5月 25日から平成 30年 6月 25日まで 
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(2) 環境影響評価方法書についての説明会の開催 

「香川県環境影響評価条例」第 7条の 2の規定に基づき、方法書の記載事項を周知する

ための説明会を開催した。説明会は、市民の集散を考慮して、対象事業実施区域の位置す

る坂出市内の 2箇所で開催し、説明会開催の公告は、方法書の縦覧に関する公告と同時に

行った。 

1) 開催日時 

（第１回）平成 30年 6月 4日（月）18:00～19:30 

（第 2回）平成 30年 6月 5日（火）18:00～19:30 

2) 開催場所 

（第１回）坂出市林田公民館（坂出市林田町 636番地 5号） 

（第 2回）港自治会館（坂出市林田町 3497番地 2号） 

3) 来場者数 

（第１回）24名 

（第 2回）8名 

 

(3) 環境影響評価方法書についての意見の把握 

「香川県環境影響評価条例」第 8条の規定に基づき、環境の保全の見地からの意見を有

する者の意見書の提出を受け付けた。 

1) 意見書の提出期間 

平成 30 年 5月 25日から平成 30年 7月 10日まで 

（縦覧期間及びその後 2週間、郵送の受付は当日消印有効とした） 

2) 意見書の提出方法 

・縦覧場所に備え付けた意見箱への投函 

・事業者への郵送による書面提出 

3) 意見書の提出状況 

「香川県環境影響評価条例」第 8条の規定に基づき、環境の保全の見地から提出された

意見書は 2件であった。 
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 方法書についての意見の概要と事業者の見解 

提出された意見について、項目別に分類した意見の概要と、当該意見の概要に対する事

業者の見解を表 4.1.1に示す。 

 

表 4.1.1(1) 方法書についての意見の概要と事業者の見解 

番号/分類 意見等 事業者の見解 

1 大気環境 

方法書 2-8、2-11ページ 

窒素酸化物対策は 2段燃焼方式と低温燃焼の

みで排煙脱硝装置を設置しない計画であるた

め、排ガス設計濃度は 200ppm と高濃度になっ

ている。同じようにバイオマスを燃料とする川

崎バイオマス発電所（33,000kW）では、排煙脱

硝装置により 30ppm以下としていることを鑑み

ると、本事業計画が実行可能な範囲で環境配慮

をしていないことは明白である。 

事業計画の熟度を高め、ばい

煙処理計画を作成し、準備書に

記載しました。ばい煙に関する

諸元は準備書の「2 章 ばい煙処

理計画」に記載しております。 

2 大気環境 

方法書 2-8ページ 

硫黄酸化物についても排煙脱硫装置を設置

しない計画であるため、排ガス設計濃度は

100ppmと驚くべき高濃度になっている。川崎バ

イオマス発電所（33,000kW）では、排煙脱硫装

置により 3ppm以下としていることを鑑みると、

本事業計画が実行可能な範囲で環境配慮をし

ていないことは明白である。 

同上 

3 大気環境 

方法書 2-8ページ 

ばいじんの排ガス設計濃度は 100mg/Nm3 とさ

れているが、バグフィルターでこの値よりも低

い値を実現可能である。アセスメントにあたり

保守的に見ているのか否か明らかにすべき。 

同上 

4 大気環境 

方法書 2-8ページ 

煙突地上高 59.5ｍとした根拠を示して頂き

たい。ボイラー蒸気発生量は 260t/hとあるが、

この規模のボイラー高さは煙突高さとほぼ同

じになると予想される。大気拡散予測はボイラ

ーの高さや形状を考慮して評価して頂きたい。 

煙突高さについては、先行プ

ラントの実績を踏まえ設定して

います。 

事業計画の熟度を高め、ばい

煙処理計画を作成し、準備書に

記載しました。煙突形状等は準

備書の「2 章 ばい煙処理計画」

に記載しております。 

5 大気環境 

方法書 2-8ページ 

日本で木質バイオマス発電が大量導入され

る以前、マテリアルリサイクルに適さない木質

バイオマスは廃棄物処理法の産業廃棄物であ

る木くずに該当し、廃棄物焼却炉で焼却処分さ

れてきた。今回使用する PKS（パーム椰子殻）

および木質ペレットは廃棄物に該当しないと

考えられるが、元素組成や微量有害物質は廃棄

物処理法の木くずと同等と予想される。このた

め、バイオマス発電施設が廃棄物焼却炉の技術

基準を満たしていることを明らかにすると共

に、ばい煙処理計画にダイオキシン類、水銀、

および大気汚染防止法施行令第一条にある有

害物質を加えて評価すると共に、運転開始後は

大気汚染防止法に準拠して定期測定し、測定結

果をホームページで公表して頂きたい。 

本事業の燃料として使用する

PKS（パーム椰子殻）及び木質ペ

レットは廃棄物には該当しませ

ん。木質バイオマスボイラは大

気汚染防止法の「1.ボイラー（熱

風ボイラを含み、熱源として電

気又は排熱のみを使用するもの

を除く）」に分類されます。 

また、大気汚染防止法では、ば

い煙発生施設を対象に、排出基

準を定めており、本事業では硫

黄酸化物、ばいじん、窒素酸化物

について測定・記録する義務が

あります。 

測定結果については、定期的

に自治体へ報告してまいりま

す。 

  



4-4 

 

表 4.1.1(2) 方法書についての意見の概要と事業者の見解 

番号/分類 意見等 事業者の見解 

6 大気環境 

方法書 2-11ページ 

ばいじんについて、排ガスをバグフィルター

で処理するとあるが、発電施設の運転中にバグ

フィルターが破損した場合の検出方法と対応

方法を明らかにして頂きたい。 

バグフィルタの不具合発生検

知については、ばいじん量の変

動を常時監視することにより行

います。ばいじん量が規制値に

達する恐れがある場合には、ボ

イラを停止して修理を行いま

す。 

7 大気環境 

方法書 2-11ページ 

場内に搬入したバイオマス燃料は燃料ヤー

ドで貯蔵するとあるが、燃料ヤードやコンベア

からの飛散防止対策や異臭対策を明らかにし

て頂きたい。また、自然発火等による火災防止

対策も明らかにして頂きたい。 

搬入したバイオマス燃料は、

直接燃料貯蔵設備に保管するこ

とで、飛散防止・異臭対策を行い

ます。また、貯蔵燃料は、温度監

視を行い、温度上昇時には散水

や積み替えなどにより、火災発

生を防止します。 

8 大気環境 

方法書 4-3ページ 

工事の実施の浮遊粒子状物質を予測評価項

目として選定していないが、工事運搬車両や建

設機械の稼働に伴う粒子状物質の排出による

影響が考えられることから、選定すべきであ

る。選定しない理由として排出量が少ないこと

などを挙げているが、工事の実施による窒素酸

化物を項目として選定していることと整合性

が取れていない。 

大気質については、工事用資

材等の搬出入、建設機械の稼働

による影響が考えられることか

ら、窒素酸化物を評価項目に選

定し、予測評価を行うことにし

ています。 

ご指摘を踏まえ、浮遊粒子状

物質についても評価項目に加

え、予測評価を実施しました。 

9 大気環境 

方法書 5-2ページ 

道路沿道大気の調査地点を「調査地域の交通

量を適切かつ効果的に把握できる地点とし、工

事用車両の走行ルート沿いとする」としている

が、地図で具体的に示すべきである。 

道路沿道大気の交通量調査地

点は、道路交通騒音調査地点、道

路交通振動調査地点と同一地点

で実施し、方法書 5-14ページ、

5-19 ページに図示した地点とな

ります。準備書において、具体的

な調査地点を図面に記載しまし

た。 

10 大気環境 

方法書 5-14ページ 

図で示されている道路交通騒音調査地点は、

5-10 ページ 工事運搬車両走行ルート沿いの調

査地点を示すのか、5－12ページ 燃料等の運搬

車両走行ルート沿いの調査地点を示すのか、あ

るいは両調査地点を示すのか。 

道路交通騒音調査地点は、工

事運搬車両の走行ルート沿いの

調査地点及び燃料等の運搬車両

走行ルート沿いの調査地点を示

し、同一地点で調査を実施しま

した。 

11 大気環境 

方法書 5-17 ページ 

道路交通振動調査地点について、上記騒音と

同じ 

同上 

12 水環境 

以下の意見を踏まえて、プラント排水、復水

空気冷却に伴う環境への影響について確認す

ること。 

・プラント排水が海域にどんな影響を及ぼすの

か。 

プラント排水による海域への

影響、復水空気冷却の排出空気

が周辺温度にどんな影響を及ぼ

すかについては、評価項目に加

え予測評価を実施しました。 
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表 4.1.1(3) 方法書についての意見の概要と事業者の見解 

番号/分類 意見等 事業者の見解 

13 水環境 

方法書 2-10ページ 

排水水質は水質汚濁防止法の放流基準と同じ

値を採用しているが、香川県の上乗せ条例は適

用されないのか？ボイラーブロー水が大半を占

めることを考えると、このような濃度の排水が

発生するとは考えられない。排水基準ぎりぎり

まで枠取りしておこうとするような濃度設定は

実行可能な範囲で環境配慮をするつもりがない

と読める。 

本事業は水質汚濁防止法に基

づく特定施設及び香川県生活環

境の保全に関する条例に基づく

水質特定事業場に該当しないた

め、水質汚濁防止法に基づく一

律排水基準や、香川県生活環境

の保全に関する条例による上乗

せ基準、瀬戸内海環境保全特別

措置法に基づく総量規制基準は

適用されないと判断します。 

排水水質は計画熟度を高め、

準備書の「2 章 排水計画」に記

載しております。 

14 廃棄物等 

方法書 2-11ページ 

ボトムアッシュとフライアッシュはセメント

原料として極力有効利用を図るとある。 

一般社団法人セメント協会のホームページ 

http://www.jcassoc.or.jp/cement/1jpn/jd3

.html によると「セメントの主要成分（CaO、

Al2O3、SiO2、Fe2O3）を含む物質は、原料として

使用可能なことから、製鉄所からの副産物であ

る高炉スラグ、石炭火力発電所の石炭灰や、各

種廃棄物の有効利用を進めており」とある。し

かし、セメント産業における廃棄物の活用 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/shi

gentosozai/119/2/119_2_41/_pdfの 4.3廃棄物

利用の問題点によると、塩素やナトリウム・カ

リウム等が問題になるようである。 

木質バイオマス灰の化学組成は、木質系バイ

オマス燃料灰の安全性評価および有効利用 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsw

mepac/19/0/19_0_208/_pdf/-char/ja の表 1 ペ

レット燃焼灰の化学組成によると、樹種により

異なり、K2O は 14％～27％、Na2O は 0.9％～

1.5％、CLは 0.1～0.4％のようである。 

一方、石炭灰の化学組成は 

http://www.mlit.go.jp/kowan/recycle/2/09

.pdfによると、海外炭で K2Oは 1％～4％、Na2O

は 1％～25％、Clは記載がない。 

木質バイオマス灰は石炭灰に比べて Na2O、

K2O、CLが多く、木質バイオマス灰のセメント原

料としての有効利用は容易でないと予想される

が、御社が使用する燃料の灰組成や含まれる塩

素等の有害物質濃度を明らかにし、セメント原

料として有効利用する「極力」とは何パーセン

ト以上なのか具体的に数値で示して頂きたい。 

当社の既設発電所（土佐、佐

伯）においても、セメント原料や

路盤材としてバイオマス灰を有

効利用しています。今後、セメン

ト会社との協議を進めて最大限

有効利用を図ります。 
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表 4.1.1(4) 方法書についての意見の概要と事業者の見解 

番号/分類 意見等 事業者の見解 

15 水資源 

方法書 2-11ページ 

取水計画が不明である。排水処理計画に冷却

塔ブローとあることから、復水器の冷却は海水

ではなく淡水（工業用水）を使用すると考えら

れるが、冷却塔には大量の補給水が必要になる。

香川県は水資源に乏しく、香川県の水事業、香

川用水 

http://www.pref.kagawa.lg.jp/content/etc

/subsite/mizu/kagawa_m/kagawa_02.shtml に

よると、「近年、気候変動に伴う小雨化や降水量

の変動幅の増大などにより、早明浦ダムの貯水

状況が不安定となり、香川用水の取水制限が頻

発化する傾向にあります。」とある。取水制限が

出た場合、市民生活に影響がないように、取水

制限の段階ごとにどのような対策をとるのか明

らかにして頂きたい。 

ご指摘のように、香川県では

水不足による取水制限が実施さ

れる恐れもあることから、本事

業では、復水器の冷却は、大量の

冷却水を必要とする水冷方式で

なく、空気冷却方式を採用し、工

業用水の使用を最小限とした計

画としています。 

工業用水は香川用水より供給

を受ける予定です。取水制限時

は、今後供給者と協議し、必要な

対応を行います。 

16 その他 

以下の意見を踏まえて、プラント排水、復水

空気冷却に伴う環境への影響について確認する

こと。 

・復水器空気冷却の排出空気が周辺温度にどん

な影響を及ぼすのか。 

プラント排水による海域への

影響、復水空気冷却の排出空気

が周辺温度にどんな影響を及ぼ

すかについては、評価項目に加

え予測評価を実施しました。 

17 その他 

方法書 2-8ページ 

発電所燃料は PKS（パーム椰子殻）180,000t/

年、木質ペレット 150,000t/年を使用する計画

だが、これら燃料は輸入するものと予想される。

バイオマス燃焼により発生する二酸化炭素が地

球温暖化ガスに含まれない理由は、資源エネル

ギー庁のホームページ、バイオマス・エネルギ

ーについて 

http://www.enecho.meti.go.jp/category/sa

ving_and_new/policy/biomass_energy/による

と「バイオマスは有機物であることから、燃焼

させエネルギー利用を行った場合には、CO2が発

生するが同時に植物が生長することにより CO2
を吸収することによって、全体で見ると二酸化

炭素の量は増加しない「カーボンニュートラル」

という特性を持っている」からである。燃料の

燃焼に伴い発生する二酸化炭素が、植物の生長

による吸収を上回らないことを評価するととも

に、運転開始後これを継続していることを第三

者機関による認証を受け、ホームページで公表

して頂きたい。 

本事業では発電燃料として

PKS（パーム椰子殻）及び木質ペ

レットを利用する計画としてい

ます。 

これらの燃料については、資

源エネルギー庁のホームページ

にあるとおり、燃料の燃焼に伴

い発生する二酸化炭素は、植物

が光合成により吸収したもので

あることから、二酸化炭素を増

加させない（カーボンニュート

ラル）再生可能エネルギーとし

て認められています。 

18 その他 

方法書 5-1、5-2、5-3、5-4ページ 

工事の実施及び施設の供用時の大気の調査地

域を「環境影響を受ける恐れがあると認められ

る対象事業実施区域及びその周辺」とし、予測

地域は調査地域と同じとしているが、地図で具

体的に示すべきである。 

環境影響を受ける恐れがある

範囲は、対象事業実施区域から

半径 3km の範囲を想定していま

す。準備書において、予測地域に

ついて具体的に図面に記載しま

した。 
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方法書に対する香川県知事の意見及びこれに対する事業者の見解は表 4.2.1のとおりで

ある。 

表 4.2.1(1) 方法書について述べられた知事の意見と事業者の見解 

知事の意見 事業者の見解 

（1）全体的事項 

1）環境基準を満たすことで十分とするのではな

く、環境影響の回避又は低減を図るために取り

うる方法を検討し、調査、予測及び評価するこ

と。 

事業による環境影響の回避・低減を図るため、環

境基準との比較だけでなく、必要な環境保全措置を

検討し、可能な限り、影響の回避・低減を検討しま

した。 

2）方法書に評価手法として示されている「環境影

響が実行可能な範囲で回避又は低減されてい

るかの検討」にあたっては、複数の案を比較検

討した上で、準備書に記載すること。 

予測評価にあたっては、複数の環境保全措置を検

討し、可能な限り、影響の回避・低減に努めました。

検討結果については準備書に記載しました。 

3）環境影響評価の実施中に、選定した項目及び手

法に関して新たな状況が生じたときは、必要に

応じ見直し、又は追加して、調査、予測及び評

価すること。 

計画熟度を高め、必要に応じて評価項目を追加し、

予測評価を実施しました。 

4）事業実施区域等における自然的状況や社会的

状況など地域に関する情報は、入手可能な最新

の文献その他の資料により把握すること。 

自然的状況や社会的状況など地域に関する情報

は、その時点で入手可能な最新の資料を利用し、情

報を更新しました。 

5）地震、津波、液状化、高潮等の被害を受けた際

に、起こりうる環境への影響について、検討す

ること。 

香川県環境影響評価条例では、「環境影響評価と

は、事業の実施が環境に及ぼす影響について、環境

の構成要素に係る項目ごとに、調査、予測及び評価

を行う」ことになっています（香川県環境影響評価

条例第 2条）。また、香川県環境影響評価技術指針で

は、環境影響評価の対象となる環境要素の項目につ

いて別表に整理されていますが、「防災対策（南海ト

ラフ地震等に対する安全対策）」については、環境要

素として記載されていません。さらに、香川県内で

実施された発電所に関する先行事例（坂出発電所 1

号機リプレース計画、坂出発電所 2 号機リプレース

計画の 2 事例(法アセス事例)）でも、環境影響評価

の評価項目になっていません。 

以上の点から、「防災対策」については、環境影響

評価の評価項目としてそぐわないと考えています。

なお、坂出市ハザードマップによると、本事業予定

地は南海トラフ巨大地震を想定した津波浸水区域に

入っておらず、坂出港の最高津波水位も 2.8mとなっ

ています。本事業予定地は地震による津波で浸水し

ませんが、地震などの緊急時には周辺環境に影響を

与えることなくボイラー、設備を安全に停止します。 

6）準備書の記載にあたっては、根拠を明らかにし

た上で、明確な平易な文章表現を用い、学術用

語の使用は必要最小限にとどめ、視覚的な表示

方法を用いるなど、理解し易いものとするこ

と。 

準備書の記載にあたっては、根拠を明らかにした

上で、明確で平易な文章表現に努め、理解し易い図

書となるよう努めました。 

（2）個別的事項 

1）大気環境について 

・工事の実施において、硫黄酸化物、浮遊粒子状

物質、粉じんが発生すると考えられることか

ら、これらの物質について、環境影響評価項目

の対象とするよう検討すること。 

工事中の大気質については、工事用資材等の搬出

入、建設機械の稼働による影響が考えられることか

ら、窒素酸化物を評価項目に選定し、予測評価を行

うこととしていました。ご指摘のように工事中に硫

黄酸化物、浮遊粒子状物質、粉じんが発生すると考

えられるため、評価項目に追加しました。 
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表 4.2.1(2) 方法書について述べられた知事の意見と事業者の見解 

知事の意見 事業者の見解 

（2）個別的事項（続き） 

1）大気環境について 

・燃料の搬出入に際し、粉じんが発生すると考え

られることから、環境影響評価項目の対象とす

るよう検討すること。 

燃料の搬出入に際し、粉じんの影響が考えられる

ため、評価項目に加え、予測評価を実施しました。 

・近隣（半径約 450ｍ以内）に住宅があることか

ら、冷却塔から放出される白煙の影響につい

て、調査、予測及び評価すること。 

冷却塔（空気冷却式復水器）から放出される白煙

について、予測評価項目に加え、準備書に記載しま

した。 

・ばい煙の排出量の調査、予測及び評価にあたっ

ては、燃料となるバイオマス（PKS、木質ペレッ

ト）の比率が重要であることから、比率に関し、

複数のケースを示した上で実施すること。 

本事業では複数の燃料を使用することから、燃料

の比率に関し、複数のケースで予測評価を実施し、

準備書に記載しました。 

・燃料となるバイオマス（PKS、木質ペレット）の

有害物質含有量を考慮した上で、燃焼に伴う大

気環境への影響について検討すること。 

大気汚染防止法における有害物質は、「カドミウム

及びその化合物」、「塩素及び塩化水素」、「弗素、弗

化水素及び弗化珪素」、「鉛及びその化合物」、「窒素

酸化物」と規定されている。一般的にバイオマス燃

料には重金属(カドミウム、鉛)は高濃度に含まれて

いないが、塩素分は石炭と比較して多く含まれてい

ること、窒素酸化物は調査することを方法書に記載

していることから、有害物質については塩化水素を

対象に予測評価を行い、準備書に記載しました。 

・高層気象の調査において把握する逆転層は、年

間を通じて出現することから、夏季と冬季だけ

でなく、春季と秋季についても、高層気象の現

地調査を行うこと。 

高層気象の現地調査は、当初計画の夏季、冬季だ

けでなく、春季、秋季も加え、年 4 回調査を実施し

ました。 

2）水環境について 

・発電設備からの排水が、水環境に与える影響に

ついて、調査、予測及び評価すること。 

発電設備からの排水が、水環境に与える影響につ

いて、予測評価をおこない、準備書に記載しました。 

・香川県生活環境の保全に関する条例による上乗

せ基準や、瀬戸内海環境保全特別措置法による

総量規制がなされている趣旨を踏まえ、窒素、

りん、COD について、排水濃度だけでなく、排

出総量についても、調査、予測及び評価するこ

と。 

県条例や瀬戸内海環境特別措置法で総量規制がな

されている趣旨を踏まえ、窒素、りん、COD につい

て、排出濃度だけでなく、総排出量についても、予

測・評価の対象としました。 

3）土壌環境・その他の環境について 

・工事に伴い、土地の形質変更がある場合は、当

該土地の使用履歴を調査し、準備書に記載する

こと。 

工事に伴い、土地の形質変更が予定されますので、

当該土地の地歴調査を行い、準備書に記載しました。 

4）悪臭について 

・PKS の輸送時や保管時における悪臭対策につい

て検討し、調査、予測及び評価すること。 

悪臭について、評価項目に加え、予測評価を行い

準備書に記載しました。 

5）動物、植物、生態系について 

・燃料となるバイオマス（PKS、木質ペレット）に

外来生物の付着が懸念されることから、輸入後

における対策を準備書に記載すること。 

燃料の搬出入に伴う外来種問題については、環境

保全措置として対策を検討し、準備書に記載しまし

た。 

6）廃棄物について 

・発電所で発生する燃焼灰については、セメント

原料等への有効利用を検討すること。 

発電所で発生する焼却灰は、有効利用を検討し、

今後、セメント会社との協議を進めて最大限有効利

用を図ります。 

・工事に伴い発生する残土については、極力、有

効利用すること。 

工事に伴い発生する残土については、極力、有効

利用します。  
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表 4.2.1(3) 方法書について述べられた知事の意見と事業者の見解 

知事の意見 事業者の見解 

7）水資源について 

・水事情に係る本県の特性を踏まえ、水の使用量

及び削減方法を示した上で、調査、予測及び評

価すること。 

水利用について、評価項目に加え、予測結果を準

備書に記載しました。本事業では当初計画していた

水冷却式から水利用の少ない空気冷却式の施設を採

用することとし、1 日の水利用量を 300 ㎥/日に抑

え、水利用を約 95％削減する計画としました。 

8）温室効果ガスについて 

・産出国における不適正な伐採を回避するため、

海外から輸入する木質ペレットは、森林認証制

度で認められたものを使用すること。 

海外から輸入する木質ペレットは、森林認証制度

で認められたものを使用することとします。 
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